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平成 27 年「労使間の交渉等に関する実態調査」の結果 
～労働協約の改定・新設は「育児休業・介護休業・看護休暇制度」が最も高い～ 

 
厚生労働省では、このほど、平成 27 年「労使間の交渉等に関する実態調査」の結果を取りまと

めましたので公表します。 

この調査は、労働環境が変化する中での労働組合と使用者の間で行われる団体交渉、労働争議及

び労働協約の締結等の実態を明らかにすることを目的としています。対象は、民営事業所における

労働組合員30人以上の労働組合で、平成27年６月30日現在の状況等について７月に調査を行い、

一定の方法により抽出した 5,189 労働組合のうち 3,215 労働組合から有効回答を得ました。 

 本調査は調査体系の見直しにより、従来の「労働組合実態調査」、「労働組合活動実態調査」、「労

働協約等実態調査」及び「団体交渉と労働争議に関する実態調査」を再編したものです。 

【調査結果のポイント】 

 

１ 労使関係についての認識（本部組合及び単位労働組合） 

労使関係が「安定的」（注１）と認識している労働組合は 87.8％ 
注１：労使関係の維持についての認識は５段階の選択肢であり、「安定的」は「安定的に維持されてい 

る」と「おおむね安定的に維持されている」の合計              【５頁 第１表】 

 

  ２ 正社員以外の労働者に関する状況（本部組合及び単位労働組合） 
過去１年間（注２）に正社員以外の労働者に関する事項について使用者側と話合いを行った 

労働組合は 48.9％。産業別にみると、「宿泊業,飲食サービス業」75.1％、「卸売業，小売業」 
60.6％などが高くなっている。 
   注２：平成 26 年７月１日～平成 27 年６月 30 日の期間をいう。        【６頁 第２表】 
 

３ 労働協約の締結状況（単位労働組合） 

労働協約を締結している労働組合は 93.4％             【11 頁 第８表】 

 

４ 労使間の交渉状況（本部組合及び単位組織組合） ＜新規調査項目＞ 
(1) 過去３年間（注３）に何らかの労使間の交渉があった事項（複数回答）は「賃金額」70.1％、 
「賃金制度」55.6％、「職場環境に関する事項」52.1％ 

   注３：平成 24 年７月１日～平成 27 年６月 30 日の期間をいう。       【14 頁 第 11 表】 
 

(2) 上記(1)の労使間の交渉の結果、労働協約の改定がなされた又は新たに労働協約の規定が 
設けられた事項（複数回答）は「育児休業制度、介護休業制度、看護休暇制度」29.7％、 
「賃金制度」24.7％、「賃金額」23.0％、「休日・休暇」23.0％       【14 頁 第 11 表】 
 
 

詳細は、別添概況をご参照ください。 
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